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第１章 医師の養成課程を通じた医師確保 

 

第１節 国の医師需給推計と医師の養成 

 

○ 医学部の定員数や地域枠等の医師の養成に係る中長期的な施策は、国の医師需給推計に基

づき、全国的な方針が定められています。 

○ 国では、今後の人口減少や高齢化による人口構成の変化等を踏まえ、医師の労働時間数の仮

定に応じて３ケースの医師の需要を推計しており、これを医師の供給推計と比較した場合、最

も医師の需要が大きくなると仮定したケース１では 2032 年頃に、医師の働き方改革等により

医師の時間外・休日労働時間が年間 960 時間程度に制限されると仮定したケース２では 2029

年頃に医師の需給が均衡すると推計しています。 

○ また、これまでに養成した医師の都道府県への定着状況等から将来の都道府県別の医師の

供給数を推計することにより、将来時点において各都道府県で確保が必要な医師数を算出し、

養成することとしており、都道府県が医師確保計画に基づき実施する医学部の地域枠等の施

策の効果が 2036 年に最大になることから、国では、医師の需給推計結果も踏まえ、全国にお

ける長期的な医師偏在解消の目標年を 2036 年としています。 

  ○ 医師の養成にあたっては、医学や医療技術を習得し、専門性を高めることにより、医師と

してのキャリアを形成することはもとより、我が国における健康・福祉の確保という医師の

社会的使命を認識し、地域医療の確保をはじめとした国民が求める多様なニーズに貢献でき

るよう、高校生、医学生、臨床研修医、専攻医といった医師養成の各段階に応じたきめ細かな

対策に取り組む必要があります。 

医療従事者の需給に関する検討会 

第 35 回医師需給分科会 

（2020 年８月 31 日）資料１ 
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第２節 各養成課程の現状と課題及び対策 

 

１ 高校生 

 

（１）現状と課題 

○ 国の調査によると、「卒業大学と関係なく地元に居住している医師」及び「地元と関係な

く卒業大学所在の都道府県に居住している医師」は、それぞれ卒後 40 年目までに継続的に

50％で推移している一方、高校生が地元の医科大学等へ進学した場合、８割程度の医師が卒

後 40 年目まで継続的に地元に居住しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一方、全国の医学部における医学部生の地元出身者率をみると、10％程度から 70％程度

まで、大学によって差がありますが、本県の筑波大学は 20％弱となっており、全国的にみ

ると低い割合となっています。 
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   ○ また、県内高校からの医学部入学者数は、年度により差があるものの、徐々に増えてお

り、2023 年度の入学者数は過去最高の 189 人となりました。本県の医師数を増やし、定着

率をより高めるためには、県内高校生の医学部進学者数をさらに増やしていくことが必要

です。 

  

（２）対策 

○ 県内高校生等の医学への興味と本県の医療状況への理解を深めるとともに、県立高等学

校等において医学コースを設置し、県内高校生等の医学部進学希望者を支援することによ

り、医学部進学者数の増加を図ります。 

 

 ア 県立高等学校等における医学コース設置 

  ・県立高等学校等に医学コースを設置し、医師を志す若者の医学部進学の夢を応援し、将来

の茨城の医療を担う医師養成を図ります。 
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   イ 医学部進学者向け教育ローン利子補給 

・金融機関から医学部進学のための教育資金の融資を受けた者に対して、当該金融機関から

の融資に係る利子を補給し、県内高等学校等から医学部へ進学する者の保護者の経済的

な負担を軽減することにより、より多くの県内高校生が医学部に進学できるよう支援し

ます。 

    ・2023 年度以降の進学者からは、順次拡大している全国対象の地域枠の修学生も修学資金

と併用できるよう、利子補給の対象を県外出身者（県の修学資金貸与者に限る）にも拡大

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 医師の県内中学校・高等学校への訪問 

  ・筑波大学の医師や県地域医療支援センターのキャリアコーディネーター・教育インストラ

クターが県内高等学校等に赴き、講演やグループディスカッションを通じて、中学生・高

校生の医学への興味と本県の地域医療への理解を深めるとともに、高校生や保護者に対

し、修学資金制度や医学部進学者向け教育ローン利子補給などの各種支援制度の周知を

図ります。 

  

 エ 地域枠説明会の開催 

  ・医学部進学を希望する受験生・保護者を対象に、地域枠を設置する大学による説明会を開

催することにより、制度の理解を深めるとともに、将来、県内で医師の業務に従事するこ

とへの意欲の向上を図ります。 
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２ 医学生 

 

（１）現状と課題 

① 医学部の入学定員 

○ 国では、2008 年度以降、医学部の入学定員を増員し、2019 年度には合計 9,420 人に達し

ました。 

○ しかしながら、入学定員の増員は、主に地域の医師確保の観点から臨時的に行われたもの

であり、大学への地域枠の設置を要件としています。 

〇 2020 年度以降の入学定員については、2019 年度の定員を超えない範囲で暫定的に維持さ

れておりますが、2026 年度以降については改めて検討することとされています。 
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○ 本県では、唯一の医育機関である筑波大学医学部の入学定員が 2024 年度は 139 人（うち

地域枠 36人）であり、人口 100 万人当たりの医学部定員数は全国平均を下回る 48.9 人で、

全国第 41位となっています。 

 

 

○ 現在の国の方針では、医科大学の新設は認められておらず、また、長期的には全国で医

師の供給が需要を上回ると推計されていることから、将来的な医学部定員の減員を検討す

ることとしています。 

○ このため、国の方針において、都道府県は、国の医師需給推計から算定される都道府県

及び二次医療圏ごとの将来時点における医師の必要数、供給数及び不足数・過剰数に基づ

き、必要に応じて地域枠等の設置や増員により、医師の養成と確保さらには県内定着を図

っていくこととされています。 

 

② 地域枠制度 

 

ア 制度の概要 

    ○ 地域枠制度は、各都道府県が大学の入学定員に地域枠を設置した上で、この地域枠に

入学した医学生に対して修学資金を貸与し、卒業後に都道府県内の特定の地域（＝医師

不足地域）における診療義務を返還免除の条件とするなどして、地域医療を担う医師を

養成することを目的とした制度です。 

    ○ 国の調査における大学卒業者の定着状況によると、臨床研修修了後に出身大学と同じ

都道府県に勤務する割合が高いのは、地域枠の入学者と地域枠以外の入学者でかつ地元

出身者（大学と出身地が同じ都道府県の者）となっています。 

    ○ このため、地域枠制度は、特定地域における診療義務により、都道府県内における二

次保健医療圏間の医師の偏在を調整するとともに、臨時定員の増員等と組み合わせた地

域枠については、医師の少ない都道府県において医師を充足させ、都道府県間の医師の

偏在を是正することが期待されています。 
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医療従事者の需給に関する検討会 
第１２回 医師需給分科会 
2017年10月11日 
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イ 本県の地域枠 

    ○ 本県では、2007 年に国の「緊急医師確保対策」等に基づく医学部定員の臨時定員増が

実施されたことにより、2009 年度から筑波大学や県外の大学への地域枠の設置及び定員

の拡大を図っており、2024 年度には全国トップクラスの 11 大学に合計 70 名の地域枠を

設置しています。そのうち 62 名は、国の「緊急医師確保対策」等に基づく医学部定員の

臨時定員増により認められた地域枠定員となります。 

    ○ また、近年では、県内外から広く優秀な学生を募るため、「全国対象」の地域枠として

新増設を進めています。 

＜臨時定員増による地域枠定員（うち全国対象）＞ 

 筑波大学：36名(10)、東京医科歯科大学：5名(3)、東京医科大学：5 名(0)、 

北里大学：4 名(0)、帝京大学：1 名(1)、昭和大学：4名(4)、順天堂大学：2名(2)、 

日本大学：3 名(3)、獨協医科大学：2名(2) 

※ ()は全国対象（内数） 
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7大学　53人

筑波大学
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東京医科歯科大学
（臨時定員5名）

※2022年までは臨時2名

東京医科大学
（臨時定員5名、
恒久定員3名）

杏林大学
（恒久定員2名）

※H30までは臨時2名

日本医科大学
（恒久定員2名）

9大学
61人

(3)

(4) (4)

(2) (2)

北里大学
（臨時定員4名）
※R3までは2名

帝京大学
（臨時定員1名、
恒久定員1名）

昭和大学
(臨時定員4名）

順天堂大学
（臨時定員2名）
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   ウ 国における 2025 年度以降の地域枠設定等の考え方 

〇 今後の医学部臨時定員について、2025 年度は 2019 年度の医学部総定員数（9,420 人）

を上限に、地域における医師の確保に必要な範囲で設置が認められることとされ、とり

わけ前年度比増となる都道府県・大学や医師多数の都道府県については、地域の医師確

保・診療科偏在対策等に有用で、地域における医師の確保に真に必要な範囲に限り臨時

定員の設置が認められることとされています。 

○ また、2026 年度以降の医学部臨時定員については、各都道府県・大学の医師確保の現

状を踏まえた臨時定員の設置の方針も含めて、改めて検討することとされています。 

〇 一方、医学部定員の減員に向けた検討が進められてきた中、都道府県には、安定した医

師確保を行うため、大学の恒久定員内に、地域枠に加え、柔軟に運用できる地元出身者枠

を設置することについて、積極的に大学と調整を行うことが求められています。 

 

 

【参考：用語の説明】 

 地域枠 地元出身者枠 

対象 地元出身者（一定期間当該都道府県に

住所を有した者）もしくは全国より選

抜。 

地元出身者（一定期間当該都道府

県に住所を有した者）より選抜す

る。 

選抜方式 別枠方式 問わない 

協議の場 地域医療対策協議会で協議の上、設定 

同意取得 

方式 

志願時に、都道府県と本人と保護者も

しくは法定代理人が従事要件・離脱要

件に書面同意する。 

問わない 

従事要件 ①卒直後より当該都道府県内で９年

間以上従事すること。 

②将来のキャリア形成に関する意識

の向上に資する都道府県のキャリ

ア形成プログラムに参加すること。 

問わない 

奨学金貸与 問わない 

    出典：令和４年４月 18 日厚労労働省医政局医事課長事務連絡「令和５年度以降の地域枠等の定義について」 
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■「医師確保計画策定ガイドライン」における将来時点（2036 年）の必要医師数、地域枠・

地元出身者枠の設定の考え方 

 

【定 義】 

必要医師数 

将来時点（2036 年）において全国の医師数が全国の医師需要に一

致する場合の医師偏在指標の値（全国値）と医療圏ごとの医師偏在指

標が等しい値になるために必要となる医師数。 

地域枠 

 都道府県内の特定地域での診療義務があることから、二次保健医療

圏間の地域偏在を調整する機能があるとともに、（特定の診療科での

診療義務がある場合には）診療科間の偏在を調整する機能がある。 

地元出身者

枠 

 大学の所在地である都道府県内に、長期間にわたり８割程度の定着

が見込まれているが、特定地域等での診療義務があるものではないた

め、直接的には都道府県内における二次保健医療圏間の偏在調整の機

能はなく、都道府県間の偏在を調整する機能がある。 
 

【地域ごとの必要医師数と供給推計のイメージ】 

 

 

 

【都道府県の要請権限のイメージ】 

 医師が少数の県（本県） 医師が少数の県以外 

医師が少数の二

次保健医療圏の

ある県（本県） 

○地域枠の設置・増員の要請 

○地元出身者枠の設置・増員の

要請 

○地域枠（臨時定員）の設置・増

員の要請 

○地域枠の設置・増員の要請 

×地元出身者枠の設置・増員の要請 

×地域枠（臨時定員）の設置・増員の要

請 

医師が少数の二

次保健医療圏の

ない県 

 ×地域枠の設置・増員の要請 

×地元出身者枠の設置・増員の要請 

×地域枠（臨時定員）の設置・増員の要

請 
 

 

    ○ また、地域枠学生の選抜は、原則、一般枠と別枠の募集定員を設ける「別枠方式」によ

ることとし、地域医療対策協議会の協議を経た上で、大学に対して地域枠の設置を要請

することとされています。 

   

現在医師数 医師供給推計 将来時点 
における 
必要医師数 

性・医籍登録後年数別 

の就業者の増減 

医師偏在指標が全国値と等し
い値になる医師数 

■ギャップ解消の対策 
 ①大学医学部に対する地域枠・ 

地元出身者枠の増員等要請 
 ②医師派遣や定着促進などの 

養成以外の施策での対応 

58



各 論 

   エ 地域枠医師の義務履行と県内定着 

    ○ 地域枠は地域医療を担う医師を養成し、医師の不足や偏在の解消に資することを目的

としていることから、定員充足率の向上のほか、卒後の地域枠医師の義務履行や県内定

着に向けた支援を行うことが重要です。 

    ○ このため、地域枠制度は、地域枠修学生にとって、学部教育のみならず、卒後のキャリ

ア形成においても魅力的であることが重要であり、優秀な学生をより多く集め、地域医

療への意欲・興味を涵養することはもとより、各医療機関における指導体制の充実や専

門医資格の取得支援、さらには勤務環境の改善など、多岐にわたる切れ目のない支援が

求められます。 

○ なお、2023 年４月１日時点の修学生医師の義務明け後の県内定着率は、医師修学資金

貸与制度が 67.9%、海外対象医師修学研修資金貸与制度が 33.3%、自治医科大学卒業医師

が 65.4%となっており、地域枠については第１期生が 2023 年度末をもって初めて医師不

足地域での９年間の診療義務を満了（義務明け）することになります。 

 

【修学資金貸与制度別の義務明け後の定着率（2023.4.1 現在）】 

区分 
義務明け 

医師（A） 

義務明け後の 

県内勤務人数(B) 

義務明け後の 

定着率（B/A） 

地域医療医師修学資金（地域枠） - - - 

医師修学資金（一般） 53 人 36 人 67.9% 

海外対象医師修学研修資金（海外） 3 人 1 人 33.3% 

自治医科大学 78 人 53 人 67.9% 

合      計 134 人 90 人 67.2% 
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（２）対策 

   

  ① 地域枠による将来時点の不足医師の養成 

○ 国では、地域ごとの医師の需給推計を行い、都道府県ごとの将来時点における不足医師

数及び地域枠等の必要数を暫定的に算定しており、都道府県は、これを踏まえ地域医療対

策協議会において協議を行った上で、大学医学部に地域枠等の設置・増員を要請すること

とされております。 

○ 2019 年 3 月の国の試算によると、本県では、2036 年時点において県全体としては医師

の不足はないものの、医療圏別にみると、日立、常陸太田・ひたちなか、鹿行、取手・竜

ケ崎、筑西・下妻、古河・坂東の６医療圏について、医師数（上位推計）が必要医師数に

満たず、当該医療圏の不足医師数の合計が 1,402 人となり、2036 年に向けた医師の年間

不足養成数(=不足地域枠数)は 81 人とされました。 

○ 本県では、これを受け、県外の大学に対して地域枠の新増設を要請し、2024 年度には

定員を 70人（うち臨時定員 62 人）まで拡大してきたところです。 

○ しかしながら、人口減少、少子高齢化が急速に進展していることから、地域枠の更なる

新増設については、今後の医療需要の見通しや、各修学資金貸与制度による医師数の将

来推計などを踏まえながら、必要に応じて検討することとします。 

 

＜国が暫定的に算定した「将来時点（2036 年時点）における不足医師数等」＞ 

・2019 年３月算定値 

※1 2036 年度における必要医師数と供給推計との差（2019 年度までの臨時定員の効果を見込まないもの） 

※2 都道府県内における医師が少数の二次医療圏のみを合計した数値 

※3 都道府県内における医師が多数の二次医療圏のみを合計した数値 

※4 2036 年度に必要医師数を達成するために、2020 年度以降に必要又は過剰と推計される１年あたり養成数（2019 年度まで

の臨時定員の効果を見込んだもの）。 

 不足養成数が正の場合、過剰養成数が負の場合は 0とした。 

※5 都道府県別の養成必要数（不足養成数）については、都道府県内への定着率を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠

1 とし、不足養成数の 3.3 倍が地元出身者枠換算の必要数、2 倍が恒久定員内の地域枠換算の必要数、1 倍が地域枠設置

を要件とする臨時定員換算の必要数となる。 

※6 不足地域枠数と同じ 

二次医療圏

上位推計 下位推計 上位推計 下位推計 上位推計 下位推計 上位推計

上位 下位
不足医師数
（供給上位△必

要）

過剰医師数
（供給下位△必

要）

不足医師数
※医師少数二次
医療圏の合計

過剰医師数
※医師多数二次
医療圏の合計

不足養成
数

過剰養成
数

不足養成数

茨城県 少数 7,519 7,721 5,143 202 -2,376 -1,402 400 0 0 -81 47

水戸 多数 1,252 1,583 1,055 331 -197

日立 少数 646 540 360 -106 -286

常陸太田・
ひたちなか

少数 941 540 359 -401 -582

鹿行 少数 658 341 227 -317 -431

土浦 658 809 539 151 -119

つくば 多数 927 1,993 1,327 1,066 400

取手・竜ケ崎 少数 1,246 1,102 734 -144 -512

筑西・下妻 少数 669 363 242 -306 -427

古河・坂東 少数 577 449 299 -128 -278

必要
医師数

医師多
数・少数
区域

供給推計

H31臨時定
員（地域枠
関係）

供給－必要数（都道府県） 供給－必要数（二次医療圏）合計

不足医師数・過剰医師数

都道府県

年間不足養成数・過剰養成数

＝地元出身者枠

必要数 

＝不足地域枠数 

※2 ※3 

※1 ※4 

※5 ※6 
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    【参考１：地域枠等の設置の考え方】 

■医師確保計画ガイドラインにおける地域枠等の設定の考え方 

○ 二次医療圏で不足養成数がある場合は都道府県内の大学医学部における恒久定員の枠内

での地域枠設置を要請する。また、都道府県で不足養成数がある場合は恒久定員の枠内での

地元出身者枠設置を要請する。 

○ 恒久定員の５割程度の地域枠等を設置してもなお地域枠等の確保が不十分である場合、都

道府県は地域医療対策協議会の協議を経た上で、地域枠の設置を要件とする臨時定員の設置

を要請できることとし、その際には、将来の医師多数都道府県に所在する大学医学部におけ

る都道府県をまたいだ地域枠の創設又は増員を要請することもできる。 

○ なお、大学の状況等により、恒久定員の５割程度の地域枠の設置を要請しない場合につい

ては、地域において不足する医師を確保するために大学等からの医師派遣等、これに代替す

る実効的な医師偏在対策の実施等について、地域医療対策協議会等の場で検討する必要があ

る。 

■恒久定員と臨時定員 

 ○ ガイドラインにおいては、地域枠・地元出身者枠の設置にあたり、都道府県内への定着率

は一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域枠 1 と設定されていることから、不足養成数の 3.3

倍が恒久定員内地元出身者枠換算の必要数、2 倍が恒久定員内地域枠換算の必要数、1 倍が

地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数とされている。 

    

 

 

【参考２：将来時点（2036 年時点）における本県の地域枠の推計】 

    ・地域枠数を 2024 年度の 70 人で維持した場合、2036 年には義務内医師が 608 人、義務明け医

師が 371 人まで増加する見込みとなります。 
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本県の地域枠数と地域枠医師の推計
※2024年度までは実績ベース、2025年度以降は上位推計

（地域枠充足率・国試合格率100％，離脱率0％）

義務内医師 義務明け医師 地域枠数

2023 年度 県医療人材課調べ 
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【参考３：国が新たに算定した「将来時点（2036 年時点）における不足医師数等」】 

・第８次（前期）医師確保計画の策定にあたり、2023 年 11 月に、国から「将来時点（2036

年時点）における不足医師数」が新たに示されました。 

・これによれば、2036 年時点において県全体としては医師の不足はないものの、日立、常

陸太田・ひたちなか、鹿行、取手・竜ケ崎、筑西・下妻、古河・坂東の６医療圏の不足医

師数の合計が 879 人とされており、2023 年度までの地域枠臨時定員の効果を見込んでも

なお、年間不足養成数が 48 人と示されています。 

・したがって、今回の算定における年間不足養成数は、ただちに不足地域枠数を示すもので

はなく、将来時点で医師が不足する二次医療圏に、あらゆる施策により医師を配置するた

めに必要な養成数の参考として取り扱うべきものとされています。 

 

         ※1 2036 年度における供給推計と必要医師数の差（2023 年度までの臨時定員の効果を見込まないもの） 

       ※2 都道府県内において、供給数が上位推計の値であっても医師が不足すると推計される二次医療圏のみを合計した数値 

       ※3 都道府県内において、供給数が下位推計の値であっても医師が過剰になると推計される二次医療圏のみを合計した数値 

       ※4 2036 年度に必要医師数を達成するために、2024 年度以降に必要又は過剰になると推計される１年あたり養成数（2023

年度までの臨時定員の効果を見込んだもの）。 

          不足養成数が正の場合、過剰養成数が負の場合は 0とした。 

       ※5 都道府県別の養成必要数（不足養成数）については、都道府県内への定着率を、一般枠 0.5、地元出身者枠 0.8、地域

枠 1 とし、不足養成数の 3.3 倍（=1/(0.8-0.5))が地元出身者枠換算の必要数、2 倍（=1/(1-0.5))が恒久定員内の地

域枠換算の必要数、1倍が地域枠設置を要件とする臨時定員換算の必要数となる。 

※6 医師が不足すると推計される二次医療圏における、合計の不足医師数を、臨時定員地域枠で補うと仮定した際に、2024 

年度以降に必要になると推計される１年あたりの養成数 

 

 

 

 

 

 

 

二次医療圏

上位 下位 上位 下位 上位 下位 上位

不足医師数 過剰医師数

不足養成

数

※2

過剰養成

数

※3

不足養成

数

※5

過剰養成

数

不足養成数

※6

茨城県 少数 7,681 7,697 5,245 16 -2,435 -879 122 0 0 -48 59

水戸 多数 1,440 1,561 1,064 121 -376

日立 少数 714 547 373 -167 -341

常陸太田・

ひたちなか
少数 733 543 370 -190 -362

鹿行 少数 448 342 233 -106 -215

土浦 766 790 538 24 -228

つくば 多数 1,223 1,973 1,344 750 122

取手・竜ケ崎 少数 1,276 1,102 751 -174 -525

筑西・下妻 少数 475 376 256 -99 -219

古河・坂東 少数 607 463 316 -144 -291

上位 下位

必要

医師数

供給推計

不足医師数・過剰医師数　※1 年間不足養成数・過剰養成数※4

R5臨時

定員

供給推計-必要医師数

(都道府県）

供給推計-必要医師

数(二次医療圏）合計
都道府県

医師多

数・少数

区域
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② 医師修学資金貸与制度 

   ○ 本県では、医師修学資金貸与制度（2006 年度～）及び地域医療医師修学資金貸与制度（地

域枠、2009 年度～）を実施し、医師が不足する地域を中心に医師の確保を図っています。

さらに、2017 年度からは、海外の医科大学の進学者に対し、修学資金や医師国家試験受験

のための研修資金を貸与する制度を実施しています。 

○ また、2023 年度現在で、県内６市１町（水戸市、日立市、常陸大宮市、筑西市、坂東市、

神栖市、大子町）が、公立病院等の勤務医や小児科・産婦人科・救急科などの不足診療科の

医師の確保を図るため、修学資金貸与制度等を設けています。 

○ 引き続き、将来、本県の地域医療への従事に意欲のある医学生に対し、各修学資金貸与制

度による支援を行い、医師の不足する地域を中心に医師の確保を図ります。 

 

項  目 
地域医療医師修学資金貸与

制度（地域枠） 
医師修学資金貸与制度 

海外対象医師修学研修資

金貸与制度 

概 要 

医師不足地域の医療機関に

勤務意思を有する者に地域

枠設置大学にて選抜試験を

実施し、入学者に修学資金を

貸与 

医師不足地域の医療機関

に勤務意思を有する者に

修学資金を貸与 

外国の医学校を卒業後、

日本の医師免許を取得

し、茨城県内に勤務意思

を有する者に修学資金

（在学中）及び日本の医

師国家試験合格のための

研修資金（外国の医師免

許取得後）を貸与 

貸 与 

条 件 

・県内高校卒業者又は県内 

居住者の子 

・全国対象の出願資格を満

たす者 

・県内高校卒業者又は 

県内居住者の子 

・筑波大学医学類生 

（県外出身も可） 

外国の医学校に進学した

者（県外出身も可） 

貸与額 

国立大学 月 20 万円 

（年 240 万円／6 年計 1,440 

万円） 

私立大学 月 25 万円 

（年 300 万円／6 年計 1,800 

万円） 

月 15 万円 

（年 180 万円／6 年計

1,080 万円） 

修学資金：月 15 万円 

（年 180 万円／6 年計 

1,080 万円） 

研修資金：150 万円 

貸 与 

期 間 
正規の修学期間 正規の修学期間 正規の修学期間 

返 還 

免 除 

知事が指定する医療機関で

9年間勤務(9年のうち1/2以

上は医師不足地域に勤務) 

県内医師不足地域で貸与

期間と同期間勤務(貸与期

間が 3 年未満の場合は 3

年) 

知事が指定する医療機関

で修学資金貸与期間（研

修資金の貸与を受けた場

合は、当該期間に１年を

加えた期間）の 2 分の 3

の勤務期間 (義務期間が

3 年未満の場合は 3年、

9 年を超える場合は 9

年) 
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   【参考：本県の医師修学資金貸与制度による医師数の推計】 

    ・本県の医師修学資金貸与制度及び海外対象医師修学研修資金貸与制度により医師の養

成・確保を図ることにより、2036 年に義務内医師 236 人、義務明け医師が 259 人まで増

加する見込みです。 

 

  ③ 自治医科大学における医師の養成 

   ○ 本県の県北山間地域などのへき地診療所や、無医地区等への巡回診療等を行うへき地医

療拠点病院に勤務する医師を養成する自治医科大学の運営費を負担するとともに、へき地

医療支援機構とも連携しながら、卒業後の医師を医師の確保が難しいへき地の公的病院等

に派遣します。 

 ○ また、修学資金等の返還免除要件である勤務期間が終了した卒業医師の県内医療機関へ

の勤務を促進します。 
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  ④ 県地域医療支援センターによる修学生等支援 

○ 地域枠等の修学生や自治医科大学生が県内地域医療への意欲と熱意を持ち続けられるよ

う、個別面談により本県でのキャリア形成を支援するとともに、各種セミナー等を開催しま

す。 

     

    ア キャリアコーディネーター等による修学生への個別支援 

     ○ 本県の医療に精通した医師である県地域医療支援センターのキャリアコーディネー

ターとの面談や各種相談、教育インストラクターによる症例発表やレポートに対する

アドバイスなど、在学中から卒後のキャリア形成まで、修学生が夢や希望を持って本

県の地域医療に貢献できるよう、きめ細かにサポートします。 

   

イ 修学生セミナー等の開催 

○ 修学生等が、県内各地域を訪れ、じかに地域の状況を学び、また、互いに交流を深め、

仲間をつくることにより、将来、本県の医師不足地域等で働くことへの不安を解消する

とともに、地域医療への意欲を醸成するため、県地域医療支援センターと県内医療機関

の連携を図り、修学生セミナーや地域医療研修会、修学生の集い、新入生オリエンテー

ション等を開催します。 
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３ 医師のキャリア形成 

 

（１）現状と課題 

 

① 臨床研修医 

   ア 臨床研修制度 

  ○ 医師国家試験に合格し、診療に従事しようとする医師は、医師法に基づき、医学部を置

く大学に附属する病院又は都道府県知事が指定する病院において、臨床研修を受けるこ

ととなっています。 

  ○ 臨床研修は、医師が医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野に関わらず、医

学及び医療の果たすべき社会的役割を認識し、一般的な診療において頻繁に関わる負傷

又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることを目的としてい

ます。 

  ○ 臨床研修制度は、2004 年の医師法改正により必修化されて以降、専門医等のキャリア

パスへの円滑な移行や受入病院の指導体制の格差等の課題をふまえ、国において研修プ

ログラムの弾力化や臨床研修病院の指定基準の見直しが行われてきました。 

  ○ また、募集定員倍率（全国の臨床研修募集定員数／全国の臨床研修希望者数）が最大で

1.35 倍まで拡大したことなどにより、研修医が都市部に集中する傾向が続いたことから、

2010 年度から人口分布や医学部定員数、過去の採用実績に基づき都道府県別に募集定員

の上限が設けられるとともに、募集定員倍率を段階的に縮小することにより、研修医の都

市部への集中の抑制が図られています。 

○ さらに、2018 年の医療法等の改正により、都道府県において、地域の実情に応じたき

め細やかな医師偏在対策を実施できるよう、2020 年度から臨床研修病院の指定や都道府

県の募集定員の設定に係る権限が国から都道府県に移譲されました。 

 

 

 

 

 

 

  

第 3回医療政策研修会 

第 2回地域医療構想アドバイザー会議 

（2019 年 2月 15 日）資料４ 
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  イ 臨床研修と地域における医師確保 

   ○ 国の調査によると、臨床研修を出身大学と同じ都道府県で実施した場合、研修修了後に

大学と同じ都道府県で勤務する割合は 85％と高い一方、臨床研修を出身大学と異なる都道

府県で実施した場合、研修修了後に大学と異なる都道府県で勤務する割合が 84％と高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回医療政策研修会 

第 2回地域医療構想アドバイザー会議 

（2019 年 2月 15 日）資料４ 
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  ○ また、出身地の大学に進学し、その後、同じ都道府県で臨床研修を行った場合、研修修了後

に出身地の都道府県で勤務する割合が 90％と最も高く、出身地以外の大学に進学した場合

であっても、臨床研修を出身地と同じ都道府県で実施した場合、研修修了後に出身地の都道

府県で勤務する割合は 79％と高くなっています。一方、出身地の大学に進学した場合でも、

臨床研修を別の都道府県で行うと、研修修了後に出身地で勤務する割合は 36％と低くなり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ このように、出身地及び出身大学の県内・県外に関わらず、医師は臨床研修を行った都

道府県に引き続き勤務する割合が高くなっており、本県においても、医師の確保を図るた

めには、県内外からより多くの臨床研修医を採用することが重要です。 

 

  ウ 臨床研修医の採用状況 

   ○ 臨床研修医の採用マッチングは、医師臨床研修マッチング協議会により実施され、研修

希望者と臨床研修病院の希望を踏まえ、一定の規則（アルゴリズム）に従い、コンピュータ

により組み合わせが決定されます。 

   ○ 本県では、制度が必修化された 2004 年度以降、マッチング者数は増加傾向にあり、2023

年度のマッチ率（マッチ者数／募集定員）は 74.9％で全国第 20 位となりました。2022 年

度の採用者数は過去最高の 198 人となりましたが、募集定員の充足率は８割強に留まって

いることから、採用者数をさらに増加させていくことが必要です。 
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② 専攻医 

   ア 新専門医制度 

  ○ 医師の９割以上が専門医資格の取得を希望している中、これまで、各学会の独自の方針

で制度を設けることにより、専門医を養成してきましたが、各学会の認定基準が統一され

ていないことから、専門医の質の担保が懸念されるとともに、医師の地域偏在及び診療科

偏在が医療をめぐる重要な課題となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ このため、国において、医師の質の一層の向上及び医師の偏在是正を図ることを目的

として、新たな専門医の仕組みの検討を進め、2014 年に専門医の認定と養成プログラム

の評価・認定を行う中立的な第三者機関として（一社）日本専門医機構を設立するととも

に、2018 年度からは総合診療も含めた 19 の基本領域で新専門医制度が始まりました。 

    ○ 専門研修は、（一社）日本専門医機構が指導医数、症例数、研究業績等の基準を満たす

研修プログラムを認定し、専攻医は認定プログラムの基幹施設・連携病院をローテート

しながら研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療従事者の需給に関する検討会 

第 28 回 医師需給分科会 

2019 年２月 18 日 

第 44 回社会保障審議会医療部会 

2016 年２月 18 日 
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  イ 専門研修プログラムと専攻医採用者数 

○ 2023 年度の全国の専攻医採用者数は 9,325 人で本県は 154 人となっています。また、本

県の人口 10 万人当たりの採用者数は 5.4 人であり、全国第 34 位となっています。 

 

 

○ 診療領域別の専攻医の人口 10万対採用者数では、本県は内科、小児科、外科、麻酔科及

び救急科などの採用者数が全国平均に比べ少ない状況です。 
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○ 本県では、2023 年度は県内の 19 医療機関を基幹施設として、19基本領域の内、臨床検査

科を除く 18 基本領域の専門研修プログラムが認定されており、募集定員数 327 人に対し、

154 人が採用されています。 

○ 全体の充足率は 47.1％であり、診療領域によって差が大きい状況です。 

 

 ○ また、定員上は、今後修学生医師が増加しても受け入れられる枠がありますが、診療領

域によっては、修学生医師が一部の医師不足地域の病院（連携施設）に集まり、その病院

の受入可能医師数を超える可能性があることから、医師不足地域における連携施設をさら

に増やしていくことが課題となっています。 
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募集定員

Ｒ５専攻医
採用者数

定員充足率

水戸協同病院 8 2 25.0% 3

水戸済生会総合病院 4 4 100.0% 1

水戸医療センター 4 0 0.0% 2

県立中央病院 6 3 50.0% 4

日立総合病院 5 1 20.0% 1

ひたちなか総合病院 5 2 40.0% 1

土浦協同病院 7 2 28.6% 2

筑波記念病院 3 1 33.3% 0

筑波大学附属病院 36 33 91.7% 27

筑波メディカルセンター病院 3 1 33.3% 2

東京医大茨城医療センター 5 2 40.0% 2

ＪＡとりで総合医療センター 3 3 100.0% 2

牛久愛和総合病院 3 1 33.3% -

合計 92 55 59.8% 47

県立こども病院 5 3 60.0% 3

土浦協同病院 6 0 0.0% 2

筑波大学附属病院 10 3 30.0% 5

合計 21 6 28.6% 10

筑波大学附属病院 8 5 62.5% 5

東京医大茨城医療センター 2 0 0.0% 0

合計 10 5 50.0% 5

筑波大学附属病院 7 7 100.0% 6

県立こころの医療センター 2 0 0.0% 0

栗田病院 2 2 100.0% 1

丸山荘病院 4 0 0.0% 0

合計 15 9 60.0% 7

水戸医療センター 6 1 16.7% 0

県立中央病院 1 1 100.0% 0

日立総合病院 2 2 100.0% 1

土浦協同病院 3 0 0.0% 0

筑波記念病院 2 1 50.0% 1

筑波大学附属病院 20 10 50.0% 10

合計 34 15 44.1% 12

水戸協同病院 3 0 0.0% 0

土浦協同病院 3 1 33.3% 0

筑波大学附属病院 17 11 64.7% 5

合計 23 12 52.2% 5

土浦協同病院 3 1 33.3% 0

筑波大学附属病院 15 6 40.0% 5

合計 18 7 38.9% 5

筑波大学附属病院 6 3 50.0% 5

東京医大茨城医療センター 2 1 50.0% 3

合計 8 4 50.0% 8

筑波大学附属病院 6 0 0.0% 2

合計 6 0 0.0% 2

筑波大学附属病院 7 7 100.0% 3

合計 7 7 100.0% 3

土浦協同病院 5 0 0.0% 0

筑波大学附属病院 8 2 25.0% 2

合計 13 2 15.4% 2

筑波大学附属病院 16 6 37.5% 0

合計 16 6 37.5% 0

筑波大学附属病院 13 2 15.4% 6

東京医大茨城医療センター 2 0 0.0% 0

合計 15 2 13.3% 6

筑波大学附属病院 4 3 75.0% 1

合計 4 3 75.0% 1

合計 0 0 0

筑波大学附属病院 9 4 44.4% 7

筑波メディカルセンター病院 3 0 0.0% 0

筑波記念病院 2 0 0.0% 1

合計 14 4 28.6% 8

筑波大学附属病院 4 3 75.0% 3

合計 4 3 75.0% 3

筑波大学附属病院 5 4 80.0% 5

筑波記念病院 2 1 50.0% 2

合計 7 5 71.4% 7

城南病院 2 0 0.0% 0

筑波大学附属病院 10 8 80.0% 7

筑波メディカルセンター病院 2 0 0.0% 0

北茨城市民病院 2 0 0.0% 0

東京医大茨城医療センター 4 1 25.0% -

合計 20 9 45.0% 7

327 154 47.1% 138

内科
（13）

小児科
（3）

2023年

診療領域 基幹施設
2022年

採用者数

皮膚科
（2）

精神科
（4）

外科
(6）

整形外科
（3）

産婦人科
（2）

眼科
（2）

耳鼻咽喉科
（1）

泌尿器科
（1）

脳神経外科
（2）

放射線科
（1）

麻酔科
（2）

病理
（1）

臨床検査
（0）

救急科
（3）

形成外科
（1）

リハビリテーション

（2）

総合診療
（4）

茨城県合計
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ウ 診療科ごとの将来必要な医師数の見通しと新専門医制度における地域偏在及び診療科偏在

の解消 

   ○ 医師の総数は増加傾向にあるものの、その増加分は一部の診療科に集中していることか

ら、国では、将来の診療科別の医療ニーズを見据え、医師が適切に診療科を選択すること

や、各都道府県における適切な医師派遣調整、専門医制度におけるシーリング設定等にあ

たり、エビデンスとして活用されることを目的として、各都道府県別に将来必要な診療科

ごとの医師数の見通し及びこれを達成するための１年あたりの養成数を算出し、2019 年に

公表しました。 

〇 本県の 2023 年の専攻医募集プログラム採用者数を見ると、2030 年必要医師数を達成する

ための年間養成数との比較では、産婦人科、病理診断科、救急科及びリハビリテーション科

が、また、2036 年の必要医師数を達成するための年間養成数との比較では、上記４診療科

に加えて皮膚科、泌尿器科、放射線科及び形成外科が、国の算出値を満たしています。 

○ しかし、内科や外科を含め、その他の診療科については、2030 年及び 2036 年の必要医師

数を達成するための年間養成数を満たしていない状況です。 

   ○ このため、本県では、短期的・長期的な見通しを踏まえ、不足診療科の専門医の養成・定

着を図る必要があります。 
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2036年の必要医師数を達成するための年間養成数 出典：第30回医師需給分科会別添資料3（2019年3月22日）
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○ また、国及び日本専門医機構では、この推計を踏まえ、新専門医制度における各診療科の

都道府県別の専攻医募集シーリング（上限）の設定などにより、地域偏在及び診療科偏在の

解消を図ることとしています。 

○ あわせて、シーリング対象の都道府県の診療科において、シーリング対象外の都道府県

と連携したプログラムを作成し、シーリング対象外の都道府県での専門研修実施を促進す

るなど、地域医療への貢献を図ることとしており、2023 年度の募集からは、足下医師充足

率の特に低い都道府県内の医師少数区域に所在する施設を連携先とする「特別地域連携プ

ログラム」が新たにシーリング枠外に設けられました。 

出典：第 30 回医師需給分科会別添資料 3（2019 年 3 月 22 日） 
   厚生労働省医師歯科医師薬剤師統計（2020 年） 
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③ 修学生医師の勤務状況 

  ○ 2023 年４月１日時点で、地域枠修学生医師 205 名のうち約７割（137 名）が医師不足地

域内に勤務していますが、そのうちの約４割が水戸保健医療圏で勤務しています。 

○ 特に、研修機能が脆弱な鹿行保健医療圏及び筑西・下妻保健医療圏で勤務する修学生医

師が増加していない状況にあります。 

〇 地域枠の拡大等により今後医師不足地域での勤務義務のある修学生医師の増加が見込ま

れることに加え、2020 年度以降の入学者については水戸保健医療圏が医師不足地域外とな

ることから、その他の医師不足地域における教育・研修体制を充実させていく必要があり

ます。 

 

【地域枠修学生医師の勤務先（2023.4.1 現在）】                （単位：人） 

区 分 二次保健医療圏 １～２年目 ３～５年目 ６～９年目  計   

医師不

足地域 

水戸 25 21 10 56 

137 名（67％） 

※水戸除き 81

名（40%） 

日立 7 8 6 21 

常陸太田・ひたちなか 9 5  1 15 

鹿行 0 0 2  2 

取手・竜ケ崎 18 4 10 32 

筑西・下妻 0 0 0 0 

古河・坂東 7 3 1 11 

その他

の地域 

土浦 1 6 1 8 

 57 名（27％） 
つくば 9 28 12 49 

猶予（県外研修、育児休業等） 0 8 3 11  11 名（ 6％） 

合   計 76(37.1%) 83(40.5%) 46(22.4%) 205 
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（２）対策 

 

① 茨城県医師臨床研修連絡協議会 

 ○ 本県では、臨床研修病院をはじめ関係機関が一体となった協力体制を構築し、県内の臨床

研修体制の整備促進と充実を図るため、2007 年に茨城県医師臨床研修連絡協議会を設立し

ました。 

 ○ 各臨床研修病院においてプログラムの充実や情報発信に取り組むとともに、協議会にお

いて、臨床研修病院の合同説明会等の PR活動や、指導医養成講習会等の指導体制の充実に

向けた支援を実施することにより、県内外からの臨床研修医採用者数の増加を図ります。 

 

  ② キャリア形成プログラム 

   ○ キャリア形成プログラムは、医師が不足する地域における医師の確保と派遣される医師

の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的として、地域枠等の修学生医師の義務年限中

におけるキャリア形成を支援するため、就業先となる医療機関等と専門医資格の取得に向

けたプログラムを様々なコースとして示したもので、本県では、2024 年度現在、18の基本

領域において 48のプログラムを作成しています。 

 

  【本県の修学生医師向けキャリア形成プログラムにおける専門研修基幹施設一覧】 

 

 

　　【内科】 　　【整形外科】 　　【病理診断科】
筑波大学附属病院　　　　　　　　　　　　 筑波大学附属病院 筑波大学附属病院
水戸協同病院 水戸協同病院
水戸済生会総合病院 土浦協同病院 　　【救急科】
水戸医療センター 筑波大学附属病院
県立中央病院 　　【産婦人科】 筑波メディカルセンター病院
日立総合病院 筑波大学附属病院
ひたちなか総合病院 土浦協同病院 　　【形成外科】
土浦協同病院 筑波大学附属病院
東京医科大学茨城医療センター 　　【眼科】
筑波記念病院 筑波大学附属病院 　　【リハビリテーション科】

東京医科大学茨城医療センター 筑波大学附属病院
　　【小児科】 筑波記念病院

筑波大学附属病院 　　【耳鼻咽喉科】
土浦協同病院 筑波大学附属病院 　　【総合診療】
県立こども病院 筑波大学附属病院

　　【泌尿器科】 北茨城市民病院
　　【皮膚科】 筑波大学附属病院 東京医科大学茨城医療センター

筑波大学附属病院
東京医科大学茨城医療センター 　　【脳神経外科】

筑波大学附属病院
　　【精神科】 土浦協同病院

筑波大学附属病院
県立こころの医療センター 　　【放射線科】
栗田病院 筑波大学附属病院（放射線治療）

筑波大学附属病院（放射線診断）
　　【外科】

筑波大学附属病院
水戸医療センター 　　【麻酔科】
県立中央病院 筑波大学附属病院
日立総合病院 東京医科大学茨城医療センター
土浦協同病院
筑波記念病院

※ 

※ 

※2024 年度から追加 

79



各 論 

   ○ プログラムの設計にあたっては、「キャリア形成プログラム運用指針」（平成 30年 7 月 25

日付け医政発 0725 第 17 号厚生労働省医政局長通知別添）を踏まえ、地域枠等のプログラ

ム対象者が一定期間、確実に医師少数区域等に派遣されることや、医師少数区域等におい

ても十分な指導体制が構築され、当該地域の不足診療科に従事できることが必要です。 

○ また、本県が実施した専門研修プログラムに関するアンケート結果によれば、募集定員の

充足に向けては、プログラムの魅力向上や指導体制の充実、勤務環境の向上を求める声が多

くなっており、こうしたニーズに対応していくことが必要です。 

○ このことから、プログラム対象者の離脱の防止や地域への定着を促進し、より多くの専攻

医を確保するため、大学医学部や専門研修プログラムを作成する医療機関等との十分な合

意形成を図りながら、魅力的かつ地域の実情に合ったキャリア形成プログラムを策定する

とともに、県地域医療支援センターにおいて、キャリアコーディネーターによる個別面談や

生涯を通じたキャリアパスの作成、専門医・認定医資格の取得支援などに取り組み、若手医

師の主体的なキャリア形成を支援します。 

〇 なお、2020 年度以降入学者から、水戸保健医療圏が医師不足地域外となることにより、

医師不足地域での診療義務を果たしながらの専門医資格取得・維持が難しくなる診療科に

ついては、地域医療対策協議会において必要性が認められた場合に限り、診療義務期間のカ

ウント等について例外的な取扱いをすることとします。 

○ また、今後、医師不足地域での勤務義務がある修学生医師の増加が見込まれることから、

研修プログラムにおける医師多数区域の基幹施設等と医師不足地域の医療機関との連携を

推進します。 
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  ③ 医師のキャリアアップ支援 

 ○ 専門医の認定促進や診療技術・指導力の向上などを図り、県内に勤務する医師のキャリア

アップを支援します。 

 

 ア 専門医の養成 

  ○ 専門医の認定促進や専門医の質の一層の向上、さらには医療提供体制の充実を図るた

め、地域医療に配慮した専門研修プログラムの策定を行う医療機関や、医師不足地域の研

修医療機関に対して指導医を派遣する医療機関、へき地等の医療機関において総合診療

研修を行う医療機関を支援し、研修機会の確保を図ります。 

 

   イ 魅力ある研修体制の整備 

○ 県内に勤務する医師等を対象に、最先端機器によるシミュレーショントレーニングや

緊急を要する急病患者への対応を学ぶ JMECC 講習会、著名な講師による県内若手医師へ

■専門研修プログラムに関するアンケート結果（2019 年８月実施） 

１ 調査対象 

ア 県内専門研修プログラム基幹施設（施設長及び専門研修 PG責任者） 

イ 県内基幹型臨床研修病院（臨床研修 PG責任者） 

ウ 県内の臨床研修病院で研修中の臨床研修医 

エ 県内基幹施設において専門研修中の専攻医 

オ 臨床研修を修了し、県外基幹施設において専門研修中の専攻医 

２ アンケート回答者数 

ア 27 名、イ ７名、ウ 49 名、エ 63 名、オ ７名 

３ アンケート結果 

医療機関の回答 研修医・専攻医の回答 

募集定員が充足しない理由 県内 PG を選択しない理由 

・プログラムの知名度・魅力が不足 

・生活環境としての茨城県の魅力が不足 

・新専門医制度により都市部の大学病院・

大病院へ人気が集中 

・県内に研修を行いたい基幹施設がない 

・実家や親戚の家が他県にある 

・茨城県は住みにくい（交通の便、街の規

模等） 

募集定員充足のための方策 基幹施設の選択において重視すること 

・プログラムの魅力を PR し、知名度を上

げる 

・指導医の育成、研修施設を整備し、研修

内容を充実させる 

・各プログラムならではの特色を出す 

・セミナーや学会で学ぶ機会を十分に与

える、参加費用の援助 

・きちんと働き、きちんと休む体制の構築 

・教育スタッフの増員 

・専門研修を終えてスタッフとして残っ

た医師へのサポート 

・指導医の人柄や能力 

・病院や職員の雰囲気 

・症例数が多い 

・待遇・処遇（給与） 

茨城県に足りないと思うもの 

・研修医が海外研修に行ける環境 

・研修医の学会参加費用の補助 

・医師や看護師、その他医療スタッフの、

周囲の人に対する優しさ 

・利便性 
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の診療技術指導など、診療技術や指導力の向上を目的とした講習会の開催及び研修機会

の提供を行い、キャリアアップを支援します。 

 

   ウ 医師の海外派遣 

○ 県内医療機関に勤務する指導医等を、世界標準の先進的な指導及び教育に取り組んで

いる海外の医療現場に派遣し、診療技術や指導能力の向上を図ります。 

    ○ 若手医師を欧米等の医療現場へ最大２年間派遣し、本県の地域医療水準の高度化を図

ります。 

 

   エ 医師少数区域経験認定医師への支援 

    ○ 医師少数区域等に所在する医療機関で６か月以上勤務し、厚生労働省の認定を受ける

ことで地域医療支援病院の管理者となることができる「医師少数区域経験認定医師制

度」の周知を図るととともに、認定医師のスキルアップを目的とした研修等を支援しま

す。 

 

④ 臨床研修医及び専攻医の採用者数増加のための取組 

○ 各医療機関において、教育研修体制や勤務環境を充実させ、魅力向上に努めていただく

とともに、地域医療支援センターにおいても、SNS やホームページを活用し、医学生や研

修医に向けて地域や病院、研修プログラムの魅力を PR します。 

 

⑤ 地域偏在・診療科偏在の是正 

○ 臨床研修や専門研修の基幹施設が少ない医師不足地域に勤務する修学生医師が少ないこ

とから、それらの地域においても研修が可能となるよう、各医療機関の意向も踏まえなが

ら、研修に必要な体制の整備を支援するとともに、地域偏在のさらなる是正に向け、地域

枠制度の抜本的な見直しについて検討を進めます。 

○ 将来における診療科ごとの医療ニーズや、医師数の見通しを勘案のうえ、医師不足が見

込まれる診療科を推奨診療科として設定することなどにより、各診療科における医師の需

給の適正化を目指します。 
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第２章 短期的な医師の確保 

 

第１節 医師の派遣調整 

１ 考え方 

○ 地域における医師の不足や偏在の解消にあたっては、医師少数区域に所在する医療機関をは

じめ、救急や周産期、小児救急等の政策医療を担う医療機関に適切に医師が派遣されることが

必要です。 

○ このため、本計画では、各二次保健医療圏における医療提供体制の課題及び「重点化の視点」

を踏まえ、短期的な医師確保対策として、医師の派遣調整を実施します。 

○ 医師の派遣にあたっては、茨城県保健医療計画における各疾病・事業等の医療体制に求めら

れる医療機能や、茨城県地域医療構想における各二次保健医療圏の医療機能の分化・連携の方

針との整合を図ることが重要です。 

■医療法に基づく地域医療対策協議会による医師の派遣調整 

○ 都道府県が設置する地域医療対策協議会は、医療法第 30 条の 23 の規定に基づき、医

師の派遣に関する事項の協議を行うこととされており、地域における医師の確保のため、

都道府県内の各医療機関へ医師を派遣する必要性を慎重に検討した上で、派遣期間及び

人数を協議することとされています。 

○ また、都道府県は、地域医療対策協議会において協議が整った事項に基づき、医師派遣

に関する事務等を実施し、協議会構成員は、地域医療対策協議会で協議が整った事項に

基づき、都道府県から医師確保対策の実施に協力を要請された際は、これに応じるよう

努めることとされています。 

 

２ 本県における医師の派遣調整 

○ 本計画では、医療法等に基づき、地域枠医師等（大学医学部において、卒業後に一定期間、都

道府県内で医師として就業する意思を有するものとして選抜され、その旨の契約を都道府県等

と締結した医師）に対するキャリア形成プログラムの適用及び地域医療対策協議会における医

師配置調整スキームにより、医師の派遣を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83



各 論 

 【本県の医師の派遣調整の考え方】 

対象医師 派遣等の方法 地域医療対策協議会の役割 

① 地域枠医師等 

・県が修学資金を貸与した修学生医師 

・自治医科大学を卒業した医師 

・その他キャリア形成プログラムの適

用を希望する医師 

キャリア形成プロ

グラムの適用 

プログラムの協議 

（プログラム責任者、対象医

療機関、コース等） 

② ①以外 
医師配置調整スキ

ーム 

県内医療機関の配置要望リス

ト案の協議・決定、大学や医

師多数区域の医療機関への要

請、医師配置案の決定等 

※地域医療構想調整会議との

連携により、実効性の高い

派遣調整を実施 

 

＜医師配置調整スキームについて＞ 

 〇 本県では、2020 年度より県、大学、県内医療機関等が一体となって政策医療を担う医療機

関に医師を派遣する「医師配置調整スキーム」に取り組んでいます。 

 〇 限られた医療資源を最大限活用するためには、地域医療構想に基づく各医療機関の機能分

化・連携等の方針に沿った医師の配置が必要なことから、2022 年度からは、二次保健医療圏

ごとに設置する地域医療構想調整会議に対して医師派遣の要望を調査することとしています。 

 〇 また、国の医師確保計画ガイドラインを踏まえ、2024 年度からは、筑波大学等の医師派遣

大学に加え、医師多数区域の医療機関に対しても医師派遣の要請を行うこととします。 

 

【医師派遣の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県地域医療支援センター 

県内医療機関 

（地域の中核病院、救急・小

児・周産期等の政策医療機

関） 

茨城県地域医療対策協議会 

②地域偏在、診療科偏在、政策医療機能

等における必要性・重要性を審議 

①医師派遣を要望 
③医師の派遣を要請 

筑波大学等 

医師派遣大学 

④医師を派遣 

地域医療構想調整会議 

医師多数区域の

医療機関 
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2024 年度以降の医師配置調整スキーム（イメージ） 
【基本的な考え方】 

〇 医師の配置については、各大学の人事を基本とするが、大学と地域医療支援センターが連携し、医師確保

計画の趣旨に沿った（医師少数区域の医師確保に配慮した）配置原案を作成 

〇 地域医療対策協議会は、大学と地域医療支援センターが作成した配置原案を基に、県内の医師確保が必要

な地域に適切に医師が配置されるよう協議のうえ、医師の配置案を決定 

【派遣元大学からの意見】 

〇 地域医療構想調整会議で【選択と集中】の議論を行い、地域における医療機関の役割分担の明確化と将来

の方向性の共有に係る協議を促進すること 

〇 指導医を含む複数人体制で配置する医療機関を選定し、新専門医制度に対応した教育・臨床研修体制を確

保すること 

〇 働き方改革への対応など、派遣医師に配慮した生活等各種環境の整備を推進すること 

 

〇 2020 年度から 2022 年度の３年間で、これまでに計 31.9 名の医師派遣が実現しました。 

【年度別・二次保健医療圏別の実績】                  （単位：人） 

二次保健医療圏 2020(2021 派遣) 2021(2022 派遣) 2022(2023 派遣) 2020～2022 計 

つくば 1.0 2.0 1.0 4.0 

水戸 - 3.0 4.0 7.0 

土浦 - 1.0 - 1.0 

取手・竜ケ崎 - - 2.0 2.0 

鹿行 2.0 1.6 1.0 4.6 

古河・坂東 - - - - 

筑西・下妻 0.2 2.5 1.0 3.7 

常陸太田・ 

ひたちなか 
1.2 2.2 2.2 5.6 

日立 2.0 - 2.0 4.0 

計 6.4 12.3 13.2 31.9 

 

（スケジュール） 

項目 時期 地域医療対策協議会 地域医療支援センター 大学・医師多数区域の医療機関 

（１）要望調査、要
望リスト作成 

4 月～ 
8 月頃 

  

 
 
 
 
②各地域医療構想調整会議から
プレゼンテーション実施 

③要望に対する評価を実施 

①県内医療機関（地域医療構
想調整会議）への配置要望調
査・集計 
 
 
④診療科別・病院別の配置要
望リスト案作成 

 

（２）配置原案作成 
10 月～ 
11 月頃 

⑤配置要望リスト案を協議・決
定 

 

 

（３）追加調査 

11 月～ 
12 月頃 

  
  

⑦追加配置要望リスト案を協
議・決定 

⑥緊急に対応すべき配置要望
調査・集計 
 
 
 
 

 
⑧配置要望リストを踏まえ、医
師配置原案を作成  

（４）協議・調整 
1 月～ 
2 月頃 

⑨医師配置原案を協議・調整   

（５）配置案決定 3 月頃 ⑩医師配置案決定   

医師要望リスト 

医師配置手続き 

医師配置原案 

医師要望リスト 
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第２節 県外からの医師確保 

 

１ 考え方 

○ 本県の医師偏在指標は全国第 43 位であり、下位 33.3％に含まれる医師少数県であることか

ら、本計画では、医師の増加を基本方針としています。 

○ 医師の確保は、地域枠等による医師の養成を基本としますが、医師の養成には時間がかかる

ことから、本計画では、政策医療を担う地域の拠点病院及び関連診療科の医師を確保するため、

短期的な対策として県外からの医師確保に取り組みます。 

 

２ 対策 

 ○ 医師確保の優先度が高い、政策医療等を担う医療機関・診療科を中心に、医科大学との新たな

協力関係の構築や、本県にゆかりのある医師のＵＩＪターンの促進、寄附講座の設置など、県外

からの医師確保を図ります。 

○ 政策医療の確保に向け、特に早急な対応が必要な医療機関・診療科については、必要に応じて

随時「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」に選定し、目標期限を設定した上で、あ

らゆる方策やアプローチにより、医師の確保に取り組みます。 

 

（１）医科大学との新たな関係構築 

  ・国内外で活躍し、豊富な人脈を持つ著名な医師等を「いばらき医療大使」として委嘱し、そ

の人脈を活用した本県での就業に興味を持つ医師の紹介などを通じて県外医師の県内就業

を図ります。 

  ・医師多数都道府県等の医科大学を訪問し、不足診療科の医師派遣に向けた関係構築を図り

ます。 

 

（２）ウェブサイト等を活用した本県ゆかりの県外医師への個別アプローチ 

  ・県地域医療支援センターウェブサイトのＵＩＪターン専用ページにアクセスのあった医師

の希望に基づく県内医療機関とのマッチングや、本県にゆかりのある県外医師等への個別

訪問などにより、ＵＩＪターンを促進します。 

 

（３）寄附講座の設置 

  ・県が大学に寄附を行い、大学が県内の医師不足が深刻な地域の研究拠点病院に医師を派遣

することにより、「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」に選定した医師の確保

を図ります。 

 

 （４）県外大学との連携プログラムの作成支援 

   ・地域枠設置大学などの県外大学に対して、臨床研修及び専門研修における県内医療機関と

の連携プログラムの作成を促進することで、医師不足地域等への医師の確保を図ります。 

 

 （５）海外研修費支援事業 

   ・「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科」に選定した医師を確保するため、当該医

療機関診療科に一定期間勤務した医師に対して海外研修に係る経費を支援するなど、医師

個人へのインセンティブにより医師の確保を図ります。 
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